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　御坊商工会議所では、専門指導員（社会保険労務士）を配置した出張相談
室を設置し、就業規則作成変更、賃金・助成金等労務管理全般など、中小企
業の労働面の相談等にワン・ストップで対応しています。お気軽にお申込
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※都合により、ご相談日時の変更等のお願いをする場合がございます。
※また、個別訪問も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
※ご相談については、完全予約制となっております。
　必ず事前のご予約をお願いします。

令和 8 年 2 月 20 日（金）

御坊商工会館３階　会議室
（1 時間単位での予約）午後１時～午後５時

日  時

場  所

御坊商工会議所 までご予約•お問合せ先 TEL22-1008

社会保険労務士に無料で相談できます

　

税
金
に
は
所
得
税
・
消
費

税
・
固
定
資
産
税
な
ど
多
く
の

種
類
が
あ
り
、私
た
ち
に
は
法

律
で
納
税
の
義
務
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。中
で
も
所
得
税

は
、毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
の
所
得
を
計
算
し
、

申
告
と
納
税
を
行
う
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。源
泉
徴
収
や

予
定
納
税
で
前
払
い
し
た
税

額
が
あ
る
場
合
は
、そ
の
過
不

足
を
精
算
す
る
手
続
き
に
も

な
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、確
定

申
告
が
必
要
で
す
。

■
一
般
の
方
の
場
合

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、

給
与
所
得
、
配
当
所
得
、
一
時

所
得
又
は
雑
所
得
な
ど
が
あ

る
方
は
、こ
れ
ら
の
所
得
金
額

の
合
計
額
が
基
礎
控
除
や
扶

養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
額

の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
は
、

申
告
が
必
要
で
す
。

■
給
与
所
得
の
方

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が

２
，０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
。

②
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け

て
い
て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の

全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と

な
る
場
合
に
お
い
て
、各
種
の

所
得
金
額（
給
与
所
得
、
退
職

所
得
を
除
く
。）
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方
。

（
例
）
給
与
を
１
か
所
か
ら
受

け
て
い
て
公
的
年
金
等
に
係

る
収
入
金
額
が
80
万
円（
65
歳

以
上
の
方（
昭
和
36
年
１
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）は
１

３
０
万
円
）を
超
え
る
場
合
。

③
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら

受
け
て
い
て
、
か
つ
、
そ
の
給

与
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対

象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、年

末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給

与
の
収
入
金
額
と
、各
種
の
所

得
金
額（
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
。）
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方
。

※
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の

合
計
額
か
ら
、所
得
控
除
の
合

計
額（
雑
損
控
除
、
医
療
費
控

除
、寄
附
金
控
除
及
び
基
礎
控

除
を
除
く
。）
を
差
し
引
い
た

金
額
が
１
５
０
万
円
以
下
で
、

更
に
各
種
の
所
得
金
額（
給
与

所
得
、退
職
所
得
を
除
く
。）の

合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
方

は
、申
告
は
不
要
で
す
。

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の

親
族
な
ど
で
、そ
の
同
族
会
社

か
ら
給
与
の
ほ
か
に
、貸
付
金

の
利
子
や
資
産
の
賃
貸
料
な

ど
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
。

⑤
災
害
減
免
法
に
よ
り
所
得

税
等
の
源
泉
徴
収
税
額
の
徴

収
猶
予
や
還
付
を
受
け
た
方
。

⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務

す
る
方
や
家
事
使
用
人
の
方

な
ど
で
、給
与
の
支
払
を
受
け

る
際
に
所
得
税
等
を
源
泉
徴

収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て

い
る
方
。

【
気
を
つ
け
た
い
事
項
（
一
部

抜
粋
）】

⑴
基
礎
控
除

　

基
礎
控
除
に
つ
い
て
、基
礎

控
除
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ

ま
し
た
。合
計
所
得
金
額
に
応

じ
て
、基
礎
控
除
額
が
変
更
と

さ
れ
ま
す
。

　

控
除
額
は
最
高
で
95
万
円
。

た
だ
し
、合
計
所
得
金
額
が
１

３
２
万
円
を
超
え
る
個
人
に

つ
い
て
は
そ
の
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
控
除
額
が
逓
減

し
、
合
計
所
得
金
額
が
２
，
５

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
に

つ
い
て
は
基
礎
控
除
の
適
用

は
で
き
ま
せ
ん
。こ
の
結
果
、

基
礎
控
除
額
は
、個
人
の
合
計

所
得
金
額
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

⑵
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創

設
　

居
住
者
が
特
定
親
族
を
有

す
る
場
合
に
は
、そ
の
居
住
者

の
総
所
得
⾦
額
等
か
ら
、そ
の

特
定
親
族
１
⼈
に
つ
き
、そ
の

特
定
親
族
の
合
計
所
得
⾦
額

に
応
じ
て
最
⾼
63
万
円
を
控

除
す
る
特
定
親
族
特
別
控
除

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

控
除
額
は
、特
定
親
族
の
合

計
所
得
金
額
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

（
図
①
・
図
②
参
照
）

⑶
青
色
申
告
特
別
控
除

　

取
引
を
正
規
の
簿
記
の
原

則
に
従
っ
て
記
録
し
て
い
る

者
に
係
る
青
色
申
告
特
別
控

除
の
控
除
額
は
55
万
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、
取

引
を
正
規
の
簿
記
の
原
則
に

従
っ
て
記
録
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、次
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
に

係
る
青
色
申
告
特
別
控
除
の

控
除
額
を
65
万
円
と
な
り
ま

す
。

Ａ.

そ
の
年
分
の
事
業
に
係

る
仕
訳
帳
お
よ
び
総
勘
定
元

帳
に
つ
い
て
、電
子
帳
簿
保
存

を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

Ｂ.

そ
の
年
分
の
所
得
税

の
確
定
申
告
書
、貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
等
の
提
出

を
、そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
電

子
情
報
処
理
組
織（
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
）を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

 　

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

〜
令
和
７
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
は
、

　
　
　
令
和
８
年
２
月
16
日(

月)

か
ら
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
で
す
〜

〜
令
和
７
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
は
、

　
　
　
令
和
８
年
２
月
16
日(

月)

か
ら
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
で
す
〜

図②図①
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詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

確
定
申
告
期
に
多
い

　
お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

確
定
申
告
期
に
多
い

　
お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

（
一
部
抜
粋
）

Ｑ
．ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る

申
告（
電
子
申
告
）の
方
法

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
．ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る

申
告
（
電
子
申
告
）
と
は
、

所
得
税
等
の
申
告
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行

う
こ
と
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

読
取
対
応
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
（
電
子

申
告
）
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
は
画
面
の

案
内
に
沿
っ
て
金
額
等
を

入
力
す
る
だ
け
で
、
税
額

な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、

所
得
税
の
申
告
書
等
を
作

成
し
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

る
申
告
が
で
き
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
で
申
告
書

を
作
成
さ
れ
る
方
も
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ

（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ

リ
）
で
パ
ソ
コ
ン
上
に
表

示
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
取
れ
ば
、
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
に
よ
る
申
告
が
で
き
ま

す
。

Ｑ
．「
予
定
納
税
額
」
の
金

額
は
ど
う
す
れ
ば
確
認
で

き
ま
す
か
。

Ａ
．「
予
定
納
税
額
」
の
金

額
は
、
例
年
６
月
頃
に
税

務
署
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
予
定
納
税
額
通
知
書
」に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
６
年
分
の

所
得
税
等
の
確
定
申
告
に

お
い
て
、
予
定
納
税
額
の

通
知
書
の「
電
子
交
付
」を

希
望
し
た
方
に
つ
い
て
は
、

予
定
納
税
額
の
通
知
書
を

書
面
の
送
付
に
代
え
て

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
通
知

し
て
い
ま
す
の
で
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ

ク
ス
の「
通
知
書
等
」を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
金
融
機
関
の
口

座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ

い
て
い
る
方
は
、
口
座
振

替
の
通
帳
等
で
確
認
い
た

だ
け
る
ほ
か
、
現
金
等
で

納
付
さ
れ
た
方
は
、
領
収

済
通
知
書
で
も
確
認
い
た

だ
け
ま
す
。

　

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利

用
の
方
は
、
上
記
の
ほ
か
、

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
へ
ロ
グ
イ
ン

し
て
以
下
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で「
予
定
納
税
額
」の

金
額
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

・
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
メ
ッ
セ
ー

ジ
ボ
ッ
ク
ス
内
の
「
確
定

申
告
等
に
つ
い
て
の
お
知

ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
金
額
を
確
認
す
る
。

・
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
の
マ
イ

ペ
ー
ジ
へ
移
動
し
て
、

「
各
税
目
に
関
す
る
情

報
」
の
「
所
得
税
関
係
」
で

表
示
さ
れ
て
い
る
金
額
を

確
認
す
る
。

Ｑ
．免
税
事
業
者
か
ら
イ

ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に

な
り
ま
し
た
。イ
ン
ボ
イ

ス
発
行
事
業
者
は
申
告
の

必
要
が
あ
る
と
聞
き
ま
し

た
が
、
申
告
に
当
た
っ
て

特
例
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
．
免
税
事
業
者
か
ら
イ

ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に

な
っ
た
方
に
は
、
申
告
に

当
た
っ
て
左
記
の
特
例
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
２
割
特
例
】

　

２
割
特
例
と
は
、
売
上

金
額
を
集
計
す
れ
ば
、
納

税
額
を
計
算
で
き
る
仕
組

み
で
す
。

　

詳
細
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
特
設
サ
イ
ト
「
２
割

特
例
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
注
）

①
消
費
税
の
申
告
の
対
象

と
な
る
売
上
げ
や
収
入

（
課
税
売
上
げ
）は
、
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登

録
を
受
け
て
か
ら
の
期
間

分
を
計
算
し
ま
す
。

②
一
般
的
に
、
課
税
仕
入

れ
等
に
係
る
消
費
税
が
、

課
税
売
上
げ
に
係
る
消
費

税
額
を
上
回
る
（
一
般
課

税
で
申
告
す
る
）
場
合
は
、

還
付
税
額
が
生
じ
ま
す
が
、

２
割
特
例
や
簡
易
課
税
制

度
を
適
用
す
る
場
合
は
、

基
本
的
に
還
付
税
額
が
生

じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
特
例
は
、
一
般
課

税
、
簡
易
課
税
の
ど
ち
ら

を
選
択
し
て
い
る
場
合
も
、

事
前
の
届
出
な
し
に
、
適

用
を
受
け
る
旨
を
申
告
書

に
付
記
す
る
こ
と
で
、
適

用
で
き
ま
す
。

　

な
お
、基
準
期
間（
令
和

５
年
分
）
の
課
税
売
上
高

が
１
，
０
０
０
万
円
を
超

え
て
い
る
方
な
ど
、
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登

録
と
関
係
な
く
課
税
事
業

者
と
な
る
方
は
、
適
用
で

き
ま
せ
ん
。

Ｑ
．免
税
事
業
者
か
ら
イ

ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と

な
り
ま
し
た
が
、
令
和
７

年
中
の
１
年
間
分
の
消
費

税
を
申
告
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
か
。

Ａ
．
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
の
登
録
を
受
け
て
い

る
方
は
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
、
免
税
事
業
者

か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
に
な
ら
れ
た
方
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

の
登
録
を
受
け
た
日
か
ら

の
期
間
分
の
取
引
に
つ
い

て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、例
え
ば
、

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

に
な
ら
れ
た
方
は
、
令
和

７
年
分
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
に
つ
い
て
は
、

同
日
か
ら
同
年
12
月
31
日

ま
で
の
９
か
月
分
に
係
る

取
引
に
つ
い
て
申
告
が
必

要
で
す
。さいぜ 行が く経営指導員突撃！

インタビュ
ー!!

事業所訪問
御坊には色んなシゴトがあるけれど、その実態がよくわからない。

やりがいや本音、現場の空気がもっと知りたい！
そんな思いに応えてさまざまなシゴトを突撃インタビュー！

所在地

ＴＥＬ

営業時間

定休日

御坊市湯川町小松原410－1

080-2420-5480

11時～ 14時

土・日・祝日

「素材を存分に生かしたこだわりのスパイスカレー」

凸凹(でこぼこ)キッチン
山来　謙治さん

●今月の突撃・ターゲット

やまき　　　けんじ　　

　当商工会議所職員の西瀨が会員事業所への突撃インタビューをし
て、「商売人の声」をお届けいたします。
　今月の訪問は、昨年 11 月にオープンしたばかりの『凸凹 ( でこぼこ )
キッチン』。“幕末 ( 株 )”さんが御坊駅前テナントの一画を利用し、新た
な挑戦としてスパイスカレー店を始めました。これまで積み重ねてき
たお店づくりの経験を生かしながら、これまでとは少し違うジャンル
に一歩踏み出した新事業です。
　スパイスの香りが漂う店内にて、笑顔で迎えてくれた山来謙治さん
に早速、突撃インタビュー！！
　スパイスカレー店を立ち上げる最初のきっかけとなったのは、謙治
さんが「もともとスパイスカレーが好きだったことが一番」と話しま
す。さらに、“らーめん幕末”で働く従業員が、個人的にスパイスカレー
を独学で研究し、作っていたことも大
きな後押しになったそうです。現場か
ら生まれたアイデアを形にしたのが、
『凸凹キッチン』のカレーです。
　提供されるカレーは週替わり。訪れ
るたびに新しい味に出会えるのが特
徴です。写真の一皿は、鮮やかなター
メリックライスを中心に、２種類のカ
レーと副菜が美しく盛り付けられ、思
わず写真を撮りたくなる見た目です。
途中で混ぜながら食べ進めることで、味の変化も楽しめます。
　アピールポイントは、素材にこだわった“ここでしか食べられない”
カレーであること。また、スパイスの使い方や組み合わせにも工夫され
ています。
　おすすめメニューは、コクと食べやすさが特徴の「ほうれん草カ
レー」と、刺激的な辛さと旨味がクセになる「麻辣麻婆カレー」です。
　最後に、「今後は新メニューもどんどん増やしていきたい・何度も来
たくなるお店にしたい」という強い思いを話してくれました。
　週替わりで進化するスパイスカレーを、ぜひ一度味わってみてはい
かがでしょうか。あなたもスパイスカレーの虜になるかもしれません。
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今
回
は
、
現
場
の
作

業
ロ
グ
を
デ
ジ
タ
ル
化

し
て
進
捗
（
し
ん
ち
ょ

く
）
と
負
荷
を
見
え
る

化
し
、
限
ら
れ
た
設
備

の
稼
働
時
間
を
ぐ
っ
と

押
し
上
げ
た
事
例
で

す
。
東
京
都
羽
村
市
に

あ
る
杉
並
電
機
株
式

会
社
は
、
電
子
機
器
向

け
コ
ネ
ク
タ
の
金
属
端

子
を
少
人
数
で
大
量

生
産
す
る
精
密
プ
レ

ス
メ
ー
カ
ー
で
す
。

　

数
年
前
ま
で
社
内

で
は
「
ど
の
仕
事
が
先

か
分
か
ら
な
い
」
「
昨

日
の
ト
ラ
ブ
ル
が
ま
だ

尾
を
引
い
て
い
る
」
と

い
っ
た
モ
ヤ
モ
ヤ
が
積

み
重
な
り
、
職
場
の
空

気
を
重
く
し
て
い
ま
し

た
。

　

そ
こ
で
同
社
は
、
最

新
Ｉ
ｏ

Ｔ
で
機

械

か
ら

大

量
の
デ
ー

タ
を
集
め
る
の
で
は

な
く
、
生
産
現
場
の

担

当

者
を
起

点
に

デ
ー
タ
を
集
め
て
可

視
化
す
る
“
Ｉ
ｏ
Ｐ

（I
n

t
e

r
n

e
t

 
o

f 
P

e
o

p
le

）
”
の
シ
ス
テ

ム
化
に
着
手
し
ま
し

た
。
各
工
程
に
開
始
・

終
了
ボ
タ
ン
を
用
意

し
、
押
す
だ
け
で
担
当

者
や
品
番
、
使
用
機
械

が
社
内
の
ウ
ェ
ブ
シ
ス

テ
ム
に
登
録
さ
れ
ま
す
。

デ
ー
タ
は
色
分
け
さ

れ
、
工
場
の
壁
に
設
置

し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

に
映
し
出
さ
れ
ま
す
。

ど
の
機
械
が
詰
ま
り

そ
う
か
、
ど
こ
に
応
援

を
回
せ
ば
よ
い
か
が
一

目
で
分
か
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

入
力
定
着
の
た
め

に
、
作
業
開
始
時
間
の

早
さ
を
競
う
イ
ベ
ン
ト

「
Ｓ
Ｐ
杯
」
を
行
い
ま

し
た
。
こ
の
企
画
を
通

じ
て
「
作
業
開
始
ボ
タ

ン
を
必
ず
押
す
」
習
慣

を
ゲ
ー
ム
感
覚
で
根

付
か
せ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
設
備
稼
働
時
間

も
2 7
％
増
加
し
、
「
次

に
何
が
来
る
か
事
前

に
分
か
る
」
「
困
っ
た

と
き
に
助
け
を
頼
み

や
す
く
な
っ
た
」
と
い

う
声
が
現
場
か
ら
上

が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
市
販
の
小

型
Ｉ
ｏ
Ｔ
デ
バ
イ
ス

を
使
い
、
状
態
変
化
が

自
動
で
ク
ラ
ウ
ド
上
の

表
に
飛
ぶ
仕
組
み
を

社
内
で
開
発
し
た
り
、

検
査
・
修
理
室
に
大
型

モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し

て
現
場
と
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
を
共
有
で
き

る
よ
う
に
し
た
り
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
社
員

向
け
に
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
開

発
体
験
会
を
実
施
し
、

現
場
が
デ
ジ
タ
ル
化
の

中
心
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
浸
透
さ
せ
ま
し

た
。

　

社
長
は
、
こ
れ
ら
の

取
り
組
み
を
「
生
の
情

報
を
そ
の
ま
ま
皆
で

共
有
す
る
仕
組
み
」
と

表
現
し
ま
す
。
解
釈
を

加
え
ず
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

で
見
せ
る
こ
と
で
、
現

場
が
自
律
的
に
判
断

し
や
す
く
な
り
、
従
業

員
体
験
の
向
上
に
も
つ

な
が
っ
た
と
感
じ
て
い

る
そ
う
で
す
。
大
が
か

り
な
シ
ス
テ
ム
導
入
で

は
な
く
、
身
近
な
ツ
ー

ル
の
組
み
合
わ
せ
か
ら

始
め
た
点
は
、
多
く
の

中
小
企
業
に
と
っ
て
も

参
考
に
な
り
ま
す
。
ま

ず
は
「
誰
の
、
ど
ん
な

モ
ヤ
モ
ヤ
を
解
消
し

た
い
の
か
」
を
起
点
に
、

現
場
の
人
が
参
加
し

や
す
い
小
さ
な
Ｄ
Ｘ

か
ら
着
手
す
る
こ
と

が
、
継
続
す
る
デ
ジ
タ

ル
化
の
近
道
だ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

（
こ
の
事
例
は
筆
者
取

材
時
の
も
の
で
あ
り
、

現
在
で
は
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）

ウ
イ
ン
グ
ア
ー
ク
１
ｓ

ｔ
株
式
会
社　

デ
ー

タ
の
じ
か
ん
主
筆

大
川　

真
史

御坊商工会議所青年部　情報通信

　１月２４日（土）御坊商工会館にて、御坊商工会議所青年部創立３０周年記念

事業「健康麻雀大会」を開催しました。大会には２８名の猛者たちが集まり、複

数の卓に分かれて対局が行われました。参加者は真剣な表情で牌を並べつつも、

和やかな会話や笑顔があふれる賑やかな大会となりました。また、麻雀未経験者

を対象とした「健康麻雀教室」も同時開催し、ルール説明や点数計算、牌の扱い

方など丁寧に解説しました。30周年の節目にふさわしい一体感のある事業とな

りました。御坊YEGでは今後も、地域資源を生かした事業を通じ、人と人をつ

なぐ地域活性化に取り組んでまいります。

御坊商工会議所青年部
創立30周年記念事業 健康麻雀大会を開催しました！

中
小
企
業
の
た
め
の
Ｄ
Ｘ
事
例

「
作
業
ロ
グ
見
え
る
化
で
設
備
稼
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
27
％
ア
ッ
プ
の
工
場
事
例
」
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１週間の所定労働時間が 30 時間未満の人

●
入
社
時
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト

１
労
働
契
約
は
書
面
で

取
り
交
わ
し
ま
し
ょ
う
。

　

労
働
契
約
を
締
結
ま

た
は
更
新
を
す
る
と
き

は
、
賃
金
や
勤
務
時
間

な
ど
の
労
働
条
件
を
書

面
の
交
付
に
よ
り
明
示

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
契
約
後
の
ト
ラ
ブ
ル

を
防
ぐ
た
め
に
も
、
書

面
で
明
示
し
ま
し
ょ
う
。

労
働
契
約
の
基
本
ル
ー

ル
　

労
働
契
約
を
締
結
ま

た
は
変
更
す
る
場
合
に

は
、
会
社
と
従
業
員
の

合
意
に
よ
る
こ
と
が
原

則
と
な
り
ま
す
。
労
働

契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、

き
ち
ん
と
説
明
を
し
て
、

従
業
員
の
理
解
を
深
め
、

あ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な

ら
な
い
よ
う
に
書
面
で

確
認
す
る
な
ど
、
契
約

内
容
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

２
試
用
期
間
を
設
け
る

場
合

⑴
試
用
期
間

　

試
用
期
間
と
は
、
採

用
後
に
実
際
に
一
定
期

間
、
業
務
に
つ
い
て
も
ら

い
、
勤
務
成
績
、
勤
務
態

度
、
能
力
、
健
康
状
態
な

ど
が
会
社
の
求
め
る
水

準
に
達
し
て
い
る
か
を

確
認
し
て
、
本
採
用
す

る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
期
間
を
い
い
ま
す
。

　

試
用
期
間
中
で
あ
っ

て
も
、
従
業
員
と
し
て
の

権
利
は
通
常
の
従
業
員

と
同
じ
と
な
り
ま
す
。
社

会
保
険
の
加
入
基
準
に

つ
い
て
も
、
従
業
員
と
同

様
と
な
り
ま
す
。

　

試
用
期
間
を
設
け
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

従
業
員
に
そ
の
意
味
と
、

解
雇
事
由
（
就
業
規
則

や
労
働
契
約
書
へ
明
示
）

に
該
当
し
た
場
合
に
は
、

試
用
期
間
満
了
時
ま
た

は
そ
れ
以
前
に
お
い
て

も
解
雇
す
る
こ
と
が
あ

る
旨
を
入
社
時
に
十
分

説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

　

試
用
期
間
中
の
解
雇

に
つ
い
て
は
、
通
常
の
場

合
よ
り
広
い
範
囲
で
解

雇
の
自
由
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
採
用
時
に

確
認
で
き
な
か
っ
た
こ

と
や
、
客
観
的
に
合
理

的
な
不
適
格
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

試
用
期
間
中
の
従
業

員
の
適
性
に
大
き
な
問

題
が
あ
る
と
認
識
し
た

場
合
に
は
、
本
人
と
面

談
し
、
改
善
を
促
し
ま

し
ょ
う
。
面
談
実
施
後

も
、
改
善
が
見
ら
れ
ず
、

本
採
用
が
難
し
い
と
判

断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
早

め
に
本
採
用
で
き
な
い

旨
の
十
分
な
説
明
を
し
、

法
令
の
手
順
に
よ
っ
て
、

解
雇
の
手
続
を
行
い
ま

す
。

解
雇
予
告
に
つ
い
て

　

試
用
期
間
中
の
解
雇

に
つ
い
て
は
、
採
用
か
ら

１
４
日
以
内
で
あ
れ
ば

解
雇
予
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

３
有
給
休
暇

　

有
給
休
暇
は
、
正
社

員
や
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
雇
用
形
態
に
か

か
わ
ら
ず
、
要
件
を
満

た
せ
ば
、
誰
に
で
も
発
生

し
ま
す
。

⑴
有
給
休
暇
の
発
生
要

件
　

有
給
休
暇
は
次
の
①
、

②
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

会
社
の
承
認
が
な
く
て

も
、
当
然
に
権
利
が
発

生
し
ま
す
。

①
６
ヶ
月
間
以
上
継
続

勤
務
し
て
い
る
こ
と

②
そ
の
間
の
全
勤
務
日

の
８
割
以
上
出
勤
し
て

い
る
こ
と

⑵
取
得
日
数

　

有
給
休
暇
は
次
の
表

を
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。

⑶
年
５
日
の
取
得

　

有
給
休
暇
が
1 0
日
以

上
付
与
さ
れ
る
従
業
員

に
は
、
年
５
日
の
有
給

休
暇
を
取
得
さ
せ
る
こ

と
が
会
社
側
の
義
務
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
会
社

は
、
従
業
員
ご
と
に
年

次
有
給
休
暇
管
理
簿
を

作
成
し
、 

３
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

４
休
憩
時
間
を
与
え
ま

し
ょ
う

　

勤
務
時
間
の
長
さ
に

よ
っ
て
、
与
え
る
必
要
の

あ
る
休
憩
時
間
が
異
な

り
ま
す
。

　

勤
務
時
間
が
次
の
①

ま
た
は
②
に
該
当
す
る

場
合
は
、
休
憩
時
間
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

①
６
時
間
を
超
え
８
時

間
以
内
の
場
合

→
少
な
く
と
も
4 5
分　

②
８
時
間
を
超
え
る
場

合→
少
な
く
と
も
１
時
間

●

退

職
に
関

す
る

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

１
退
職
届
を
書
面
で
も

ら
い
ま
し
ょ
う

　

退
職
時
に
は
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生
し
や
す
い
の

で
、
退
職
届
を
本
人
か

ら
書
面
で
も
ら
う
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

２
解
雇
の
手
続

　

解
雇
を
す
る
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
3 0
日

以
上
前
に
予
告
す
る
か
、

3 0
日
分
以
上
の
平
均
賃

金
の
支
払
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

３
解
雇
で
き
な
い
期
間

　

解
雇
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
期
間
（
解
雇
制

限
期
間
）
が
あ
り
ま
す
。

天
変
事
変
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
の
た
め

に
事
業
の
継
続
が
不
可

能
と
な
っ
た
場
合
は
除

き
ま
す
。

①
業
務
上
の
負
傷
、
疾

病
に
よ
る
療
養
の
た
め

に
休
業
す
る
期
間
お
よ

び
そ
の
後
3 0
日
間

②
産
前
産
後
休
業
期
間

お
よ
び
そ
の
後
3 0
日
間

４
有
期
労
働
契
約
の
場

合
　

期
間
を
定
め
て
締

結
さ
れ
た
労
働
契
約

は
、
そ
の
期
間
、
従
業
員

が
「
働
く
こ
と
」
、
会
社

が
「
賃
金
を
支
払
う
こ

と
」
を
双
方
で
約
束
し
て

い
る
の
で
、
や
む
を
え
な

い
相
当
の
事
由
が
あ
る

場
合
で
な
け
れ
ば
、
契

約
期
間
が
満
了
す
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
そ

の
従
業
員
を
解
雇
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑴
雇
止
め
の
予
告

　

会
社
は
期
間
の
定
め

の
あ
る
労
働
契
約
（
あ

ら
か
じ
め
そ
の
契
約
を

更
新
し
な
い
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
き
ま
す
。
）
を
更
新
し

な
い
場
合
に
は
、
少
な

く
と
も
契
約
の
期
間
が

満
了
す
る
3 0
日
前
ま
で

に
、
そ
の
予
告
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

雇
止
め
予
告
が
必
要

と
な
る
期
間
の
定
め
の

あ
る
労
働
契
約
と
は
、

①
期
間
の
定
め
の
あ
る

労
働
契
約
が
３
回
以
上

更
新
さ
れ
て
い
る
場
合

②
１
年
以
下
の
契
約
期

間
の
労
働
契
約
が
更
新

ま
た
は
反
復
更
新
さ
れ
、

最
初
に
労
働
契
約
を
締

結
し
て
か
ら
継
続
し
て

通
算
１
年
を
超
え
る
場

合③
１
年
を
超
え
る
契
約

期
間
の
労
働
契
約
を
結

ん
で
い
る
場
合
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

⑵
雇
止
め
の
理
由
の
明

示
　

会
社
は
、
雇
止
め
の

予
告
後
に
そ
の
社
員
が

雇
止
め
の
理
由
に
つ
い

て
証
明
書
を
請
求
し
た

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く

証
明
書
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
雇
止
め
後
に

社
員
か
ら
請
求
さ
れ
た

場
合
も
同
様
で
す
。

　

明
示
す
べ
き
［
雇
止

め
の
理
由
］
は
、
単
に

［
契
約
期
間
の
満
了
］
と

す
る
の
で
は
な
く
、
具

体
的
な
理
由
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

●
そ
の
他

　

こ
の
他
に
も
従
業
員

を
雇
わ
れ
る
場
合
は
労

働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）
や
社
会
保
険

（
健
康
保
険
・
厚
生
年

金
）
の
加
入
が
必
要
な

場
合
も
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
御
坊

労
働
基
準
監
督
署
も
し

く
は
御
坊
商
工
会
議
所

ま
で
。

知
っ
て
お
き
た
い

会
社
の
労
務
管
理


